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告 示

鳥取県告示第567号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第68条第２項において準用する同法第18条第16項の規定に基づき､ 次の

とおり金沢土地改良区から清算人が退任した旨の届出があったので､ 同条第68条第２項において準用する同法第

18条第17項の規定により告示する｡

平成14年11月15日

鳥取県知事 片 山 善 博

退任した清算人の氏名及び住所

中 島 強 鳥取市金沢448

四 宮 正 鳥取市金沢132－１

平成14年10月30日退任

鳥取県告示第568号

国土調査法 (昭和26年法律第180号) 第19条第２項の規定に基づき､ 次のとおり国土調査の成果を認証したの

で､ 同条第４項の規定により告示する｡

平成14年11月15日

鳥取県知事 片 山 善 博
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鳥取県告示第569号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第１項の規定に基づき､ 国土交通省中国

地方整備局日野川工事事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので､ 同法第39条において

準用する同法第14条第３項の規定により告示する｡

平成14年11月15日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 作業種類 公共測量 (３級基準点測量平均計画図作成及び２級水準測量平均計画図作成)

２ 作業期間 平成14年９月14日から平成15年１月31日まで

３ 作業地域 米子市並びに日野郡溝口町､ 日野町及び日南町の一級河川日野川及びその支川区域

鳥取県告示第570号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に基づき､ 国土交通省中国

地方整備局日野川工事事務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39条において

準用する同法第14条第３項の規定により告示する｡

平成14年11月15日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 作業種類 公共測量 (２級及び３級基準点測量)

２ 作業地域 米子市及び西伯郡西伯町の法勝寺川流域

３ 終了年月日 平成14年10月31日

公 告

銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和33年法律第６号｡ 以下 ｢法｣ という｡) 第５条の３第１項の規定により猟銃及

び空気銃の取扱いに関する講習会を次のとおり開催する｡

平成14年11月15日

鳥取県公安委員会委員長 倉 都 祥 行

１ 講習の種別及び受講対象者
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福 部 村 平成11年度から

平成13年度まで

福部村 (大字八重原の一

部) の地籍図及び地籍簿

岩美郡福部村大字八重原

の一部
平成14年11月15日

船 岡 町 平成９年度から

平成12年度まで

船岡町 (大字下野の一部)

の地籍図及び地籍簿

八頭郡船岡町大字下野の

一部
〃

北 条 町 平成11年度から

平成13年度まで

北条町(曲､島及び北尾の各

一部)の地籍図及び地籍簿

東伯郡北条町曲､ 島及び

北尾の各一部
〃



経験者講習

鳥取県内に住所を有する者のうち次に掲げるものを対象とする｡

(１) 法第７条の３第１項の規定よる許可の更新を受けようとする者

(２) 許可を受けようとする者で､ 法第５条の２第３項第２号に規定するもの

２ 開催の日時及び場所

３ 講習時間及び講習課目

(１) 講習時間 ３時間

(２) 講習課目

ア 猟銃及び空気銃の所持に関する法令

イ 猟銃及び空気銃の使用､ 保管等の取扱い

４ 受講申込手続

所定の受講申込書を受講日の３日までに住所地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に提出すること｡

５ 講習受講手数料及びその納付方法

(１) 講習受講手数料 3,000円

(２) 納付方法

(１)に記載する金額に相当する鳥取県収入証紙を銃砲刀剣類関係手数料納付書にはり付けて納付すること｡

この場合､ 消印しないこと｡

６ 携行品

筆記用具及び印鑑

調 達 公 告

一般競争入札を行うので､ 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号｡ 以下｢政令｣ という｡) 第167条の６第１

項の規定に基づき､ 次のとおり公告する｡

平成14年11月15日

鳥取県営病院事業管理者 林 喜 久 治

１ 調達内容

(１) 調達物品の名称及び数量

遠隔式Ｘ線透視撮影装置 一式

デジタルラジオグラフィ装置 一式
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区分

種別
日 時 場 所 受講対象者

経
験
者
講
習

平成14年12月５日

午後１時30分から

午後４時30分まで

鳥取市東町一丁目220

鳥取県庁議会棟２階

執行部控室

岩美､ 鳥取､ 郡家､ 智頭及び浜

村の各警察署の管内に居住する

者

平成14年12月12日

午後１時30分から

午後４時30分まで

米子市糀町一丁目160

鳥取県西部総合事務所

新館２階第13会議室

八橋､ 米子､ 境港､ 溝口及び黒

坂の各警察署の管内に居住する

者



(２) 調達物品の仕様等

入札説明書による｡

(３) 納入期限

平成15年３月14日 (金)

(４) 納入場所

倉吉市東昭和町150 鳥取県立厚生病院

(５) 入札方法

契約に当たっては､ 入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額 (１

円未満の端数があるときは､ その端数を切り捨てるものとする｡) をもって契約金額とするので､ 入札者は､

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 見積もった金額の105分の100に相当する金

額を入札書に記載すること｡

２ 競争入札参加資格

次に掲げる要件をすべて満たすこと｡

(１) 政令第167条の４の規定に該当しない者であること｡

(２) 平成14年鳥取県告示第64号 (物品等の特定調達契約に係る競争入札参加者の資格審査の申請手続等につ

いて) に基づく競争入札参加資格のうち､ 医療・理化学機器類に係るものを有すること｡

(３) 平成14年11月15日 (金) から同年12月26日 (木) までの間のいずれの日においても､ 鳥取県指名競争入

札参加資格者指名停止措置要綱 (平成７年７月17日付出第157号) 第3条の規定による指名停止措置を受けて

いない者であること｡

(４) 薬事法 (昭和35年法律第145号) 第39条第１項の規定による医療用具の販売業の届出を行っている者で

あること｡

(５) この公告に示した物品を１の(３)の納入期限までに１の(４)の納入場所に確実に納入することができる

者であること｡

３ 契約担当部局

鳥取県立厚生病院事務局経営課

４ 入札手続等

(１) 契約条項を示す場所及び問合せ先

〒682－0804 倉吉市東昭和町150

鳥取県立厚生病院事務局経営課用度係

電話 0858－22－8181 (内線320)

(２) 入札説明書の交付方法

(１)の場所で平成14年11月15日 (金) から同年12月20日 (金) までの日 (日曜日及び土曜日を除く｡) の

午前９時から午後４時までの間交付する｡

(３) 郵送による入札

可とする｡ ただし､ 書留郵便 (親展扱いとすること｡) に限るものとし､ (１)の場所に郵送すること｡

(４) 入札及び開札の日時及び場所

平成14年12月26日 (木) 午後２時 (郵送による入札書の受領期限は､ 平成14年12月26日 (木) 正午)

鳥取県立厚生病院 中会議室 (本館３階)

５ 入札者に要求される事項

(１) 入札書は､ 件名及び入札者名を記入し､ ｢入札書｣ と明記した封筒に入れ､ 密封して提出しなければな

らない｡

(２) この一般競争入札に参加しようとする者は､ 入札説明書で示した入札参加資格確認申請書その他必要な

書類を､ ４の(１)の場所に平成14年12月20日 (金) 午後５時までに提出し､ 入札参加資格の確認を受けなけ

ればならない｡
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(３) 入札者は､ (２)の書類に関して説明を求められた場合は､ それに応じなければならない｡

６ 入札保証金及び契約保証金

免除

７ その他

(１) 契約手続において使用する言語､ 通貨及び時刻

日本語､ 日本国通貨及び日本標準時

(２) 入札の無効

２の競争入札参加資格のない者のした入札､ 入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札並び

に鳥取県病院局財務規程 (平成７年鳥取県病院局管理規程第12号｡ 以下 ｢規程｣ という｡)､ この公告及び入

札説明書に違反した入札は､ 無効とする｡

(３) 契約書作成の要否

要

(４) 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると鳥取県立厚生病院長が判断した入札者であって､ 規程第70条の規定

により例によることとされる鳥取県会計規則 (昭和39年鳥取県規則第11号) 第127条の規定に基づいて作成

された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを､ 落札者とする｡

(５) 手続における交渉の有無

無

(６) その他

詳細は､ 入札説明書による｡

８ Summary

(１) Nature and quantity of the products to be purchased：Remoto control type diagnostic X－ray and Digital

radiography System, 1Set

(２) Deadline for the submission of documents for the qualification confirmation：５：00 PM 20, December, 2002

(３) Date and time for tender submission：2：00 PM 26, December, 2002

Deadline for the submission of tenders by registered mail：0：00 PM 26, December, 2002

(４) Please contact：Property Management Division, Administration Department, Tottori Prefectural Kousei

Hospital 150 Higashishowa－mati, Kurayoshi－shi, Tottori 682－0804 Japan TEL：0858－22－8181 ex.320
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発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目220 鳥 取 県 【定価１部１か月2,200円 (送料を含む｡)】

(URL:http:/ /www. pref. tottori. jp)
古紙配合率100％再生紙を使用しています


